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                           【本 部 各 部】  （部 長） 

 

                                    （政策経営部長） 

 

              （副 市 長）               （総 務 部 長） 

 

                                    （協働経済部長） 

 

              （教 育 長）               （健康福祉部長） 

              （企業管理者） 

                                    （都市環境部長） 

 

 （ 市 長 ）                            （こども部長） 

 

                                    （消防長） 

              （危機管理監） 

  【本部会議】                            （学校教育部長） 

 

                                    （生涯学習部長） 

 

                                    （業務部長） 

 

                                    （会計管理者） 

 

                                     

 

 

                           【本部事務局】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 本部長等が職務を執れない場合は、あらかじめ定めた順位に従い代理を充てる 
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